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台湾繊維製品検査制度の改定について

台湾の繊維製品検査制度が改定され、2014年7月1日より施行されます。
主な改定内容は、「検査項目の追加」、「適用範囲に関する変更」です。

検査項目の追加

12歳以下の子供用繊維製品にノニルフェノール(NP)、ノニルフェノールエトキシレート(NPEO)
の含有量の項目が追加されました。

改定後の検査項目一覧
検査項目 試験方法 基準値

乳幼児用繊維製品・服飾雑貨　　　  ：　20ppm以下
一部ファンデーション、タオル類、寝具
各種衣料品、水着、靴下類

CNS 15580-1
水抽出法

（検出限界16mg/kg）
遊離ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

禁止アゾ染料

カドミウム

CNS 15204
CNS 15205-1
CNS 15205-2

CNS 4797-2
カドミウムを含む付属品の使用禁止

30mg/kg以下

12歳以下の子供用繊維製品の表面塗料に含まれる鉛は
非揮発性成分の総含有量の90mg/kg以下鉛

有機錫

NP、NPEO CNS 15579 12歳以下の子供用繊維製品 ： それぞれ1000mg/kg以下

乳幼児用繊維製品・服飾雑貨 ： TBT、TPTとも 0.5mg/kg
一部ファンデーション、タオル類、寝具、各種衣料品、水着、靴下類：
TBT、TPTとも1.0mg/kg以下

NIEA T 504.30B

追　加

繊維製品検査制度の安全性検査基準はCNS 15290「繊維製品安全規範（一般要求）」です。
この基準は2013年9月10日に改定され、その際にNP、NPEOの基準が追加されています。また、ホルムアルデヒドの試
験方法がCNS 12943（JIS同等）より、CNS 15580-1（ISO同等）へ変更されています。

検査制度対象製品は、「乳幼児用繊維製品・服飾雑貨」、「一部ファンデーション」、「タオル類」、「寝具」、
「各種衣料品」、「水着」、「靴下類」です。

75ppm以下
 

 繊維組成と混用率  重量パーセントの許容誤差が±3％以内であること。

子供服の紐の安全性

「服飾標示基準」、「織品標示基準」、「商品検験法」に基づくこと。

紐、引き紐のある子供服はCNS 15291に適合すること

表　示

CNS 15291

ー

ー
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適用範囲に関する変更
これまでは、税関で認定されたCCCコード※により検査を適用するかどうかを決定してい
ましたが、改定後、CCCコードは「参考」という位置づけとなります。税関で検査対象の
CCCコードに認定されなくても、検査対象商品であると判断されれば、検査が適用され
ることになります。明確に商品分類しにくいものについては検査対象となる可能性があ
ることを念頭においておく必要があります。
また、改定後の検査対象商品リストでは、寝具の参考CCCコードが追加され、対象範囲
がより明確になりました（下表参照）。

改定後現　行
CCCコード

適用範囲

乳幼児用
繊維製品・服飾雑貨

6111、6209
（12品目）

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

品名参考CCCコード
乳幼児が着用する衣料品、および服飾品。
（24ヵ月以下または身長86センチ以下の乳幼児が着用す
る衣料品および服飾品。ベビーシューズ、ダウン製品、オー
ダーメイド品を除く。

6212
（6品目）一部ファンデーション

タオル類

寝具

各種衣料品

水着

靴下類

6302
（6品目）

6304、9404
（24品目）

6101-6110
6112-6114
6201-6208 
6210、6211
（290品目）

6211.11
6211.12
（4品目）

6115
（16品目）

変更なし

変更なし

従来の
6304、9404（24品目）に
6301（5品目）、
6302（10品目）が追加

インナー
（ブラジャー、ガードル、パンティガードル、ウエストニッ
パー、コルセットつきガードル、スパッツ、ボディスーツ（ブ
ラジャー付き、なし）、セパーレト型ボディスーツ、ソリュー
ションブラジャー、スポーツブラジャーなど。オーダーメイ
ド品を除く。）

タオル
（タオル、ハンドタオル、バスタオル、子供用タオル、バン
ダナ、ふきん、ヘアドライ用ヘアキャップなどの布帛製品。
ボディタオル、オーダーメイド品を除く）

寝具
(1)ベッドカバー類：シーツ、ベッドカバー、枕カバー（抱き枕カ
　バーを含む）、掛け布団カバー、ベッドスカード、ベッド装飾
　布「床飾巾」、マットレスカバーなど。
(2)枕、布団：布団類（ふとん「蓋被褥」、綿入り布団を含む）、タオ
　ルケット、寝袋、枕（抱き枕、首枕など）、ブランケット、携帯用
　ブランケットなど。ダウン製の寝具、オーダーメイド品を除く。

各種衣料品、セーター
（24ヵ月を超えるまたは身長86センチを超える人が着用する
一般衣料品、セーター。舞台衣装類、オーダーメイド品を除く。）

水着
（24ヵ月を超えるまたは身長86センチを超える人が着用す
る水着。舞台衣装類、オーダーメイド品を除く。）

靴下
（24ヵ月を超えるまたは身長86センチを超える人が着用す
る靴下。舞台衣装類、オーダーメイド品を除く。）

追　加

※CCCコードとは…商品分類番号のことで、上6ケタがHSコードと同じです。

ボーケンでは台湾内販向け試験を承っております。
合わせて、台湾内販に必要な情報も提供させていただいておりますので、ご用命の際は下記までお問合せ下さい。

この度ボーケンでは従来の中国・台湾・韓国に加え、ASEAN・欧米などにおける内販情報についても調査し、
皆さまにお役立ていただけるよう、新たに「海外リサーチ＆アドバイザリー室(海外Ｒ＆Ａ室)」「海外リサーチ＆アドバイザリー室(海外Ｒ＆Ａ室)」を設置いたしました!!

海外での販売をお考えの皆さまへ

東京（祖父江(そぶえ) ） TEL:03-5669-1403       大阪（木村） TEL:06-6762-5885東京と大阪に設置>>
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关于台湾纺织产品检查制度的修订

台湾的纺织产品检查制度进行了修订，于2014年7月1日起正式实施。主要
修订内容为：增增加试验项目和更改适用范围。

试验项目的增加

在12岁及以下的儿童用纺织产品中增加了壬基酚(NP)、壬基酚乙氧基化物(NPEO)含量的检

测项目。

修订后的试验项目一览

试验项目 试验方法 指 标

婴幼儿用纺织产品和服装配饰品 ： 
部分塑身内衣、毛巾类和床上用品
各类服装、泳装和袜子

20ppm及以下

75ppm及以下

CNS 15580-1

水萃取法

（检出限16mg/kg）

游离甲醛

禁止偶氮染料

镉

CNS 15204 

CNS 15205-1 

CNS 15205-2

CNS 4797-2
禁止使用含镉的附件

30mg/kg及以下

12岁及以下的儿童用纺织产品的表面涂料中含有的铅
占非挥发性成分的总含量的90mg/kg及以下铅

有机锡

NP、NPEO CNS 15579 12岁以下的儿童用纺织产品：各为：1000mg/kg及以下

婴幼儿用纺织产品和配饰品：TBT、TPT均为0.5mg/kg及以下
部分贴身织物、毛巾类、床上用品、各类服装、
泳装和袜子：TBT、TPT均为1.0mg/kg及以下

NIEA T 504.30B

新  增

纺织产品检查制度的安全性检查标准为CNS 15290《纺织产品安全规范(通则)》。

该标准于2013年9月10日进行了修订，增加了NPEO、NP的相关标准，更改了游离甲醛的试验方法。

（由CNS 12943(同JIS)5.3.1(2) 乙酰丙酮法(b)B法更改为CNS 15580-1(同ISO)水萃取法。

该检查制度的对象产品包括“婴幼儿用纺织产品和服装配饰品”、“部分塑身内
衣”、“毛巾类”、“床上用品”、“各类服装”、“泳装”和“袜子类”。

 纤维成分和含量 重量百分比的允许误差在±3％范围内

儿童衣物绳索和拉带安全性

按照“服饰标示基准”、“织品标示基准”和“商品检验法”规定

附有绳索和拉带的儿童服装必须符合CNS 15291规定

使用说明

CNS 15291

-

-



FAX: (886）2-2299-9630　
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“特别奖”

适用范围的更改

修订后当前实施的

CCC认证码
适用范围

婴幼儿用纺织产品、
服饰配件

6111、6209

（12项目）
 无变更

无变更

无变更

商品名称参考CCC认证码

婴幼儿穿用的服装及配饰品
(24个月及以下或身高86cm及以下的婴幼儿穿用的服
装及配饰品。婴儿鞋、羽绒产品、定制品除外。)

6212
（6项目）部分贴身织物

 毛巾类

床上用品

 各类服装

泳装

袜子类

6302
（6项目）

6304、9404
（24项目）

6101-6110
6112-6114
6201-6208 
6210、6211
（290项目）

6211.11
6211.12
（4项目）

6115
（16项目） 无变更

在之前的
6304、9404（24项
目）基础上，新增
6301（5项目）、 
6302（10项目）

内衣
(胸罩、束腰、束裤腰带、束腰带、裤型束腹、束
裤、连体塑身衣、分体式塑身衣、塑胸、运动胸
罩等。定制品除外。)

毛巾
(毛巾、手巾、发套、浴巾、儿童用毛巾、
 方巾、茶巾、干发用发套等机织物产品。
 搓澡巾、定制品除外。)

床上用品
(1)床罩类：床单、床罩、枕套(含抱枕套)、被套、床裙、
  床用装饰布(床饰巾、床垫套等)

(2)枕芯、被芯：被类(含盖被、棉被)、毛巾被、睡袋、
  枕头(抱枕、颈枕等)、毯子、便携毯等。
  羽绒床上用品及定制品除外。

各类服装和毛衣
(仅限于24个月及以上或身高超过86cm的人穿用的普通
服装和毛衣。舞台服装类和定制品除外。)

泳装
(仅限于24个月以上或身高超过86cm的人穿用的普
通服装和毛衣。舞台服装类和定制品除外。)

袜子
各类服装和毛衣
(仅限于24个月及以上或身高超过86cm的人穿用的普通服
装和毛衣。舞台服装类和定制品除外。)

新 增

到目前为止是根据海关审定的CCC认证码来决定是否适用于试验的，修订之后，CCC

认证码被定位为参考项目。在海关即使不受到检查对象的CCC认证码的审核，只要是

被判定为检查对象的产品，就能适用于该试验。因此需要谨记的是对于很难明确将

其进行商品分类的产品有可能会成为检查对象。

修订后的检查商品一览表中，增加了床上用品的参考CCC认证码，使对象范围变得更

为明确。(参照下表)
※CCC认证码…商品分类代码，开头的6位数与HS代码相同。

纺检为您承接面向台湾内销的试验项目
与此同时，我们还将向您提供台湾内销所必要的相关信息。在您有任何需要时，请随时联系我们，谢谢！。

致正在考虑海外销售的您：
在提供原有的中国、台湾、韩国信息的基础上，还增加调查提供东盟、欧美等地的内销的信息。为了给广大用户提供帮
助，我们新设立了“海外调查与咨询办公室（海外R＆A办公室)”。

在东京和大阪分别设置 > >  东京（祖父江） TEL:03-5669-1403   大阪（木村） TEL:06-6762-5885

无变更

 无变更
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